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明
の
成
祖
永
楽
帝
が
遼
東
に
馬
市
を
設
置
し
て
、
冗
良
恰
・
女
直
か
ら
馬
を
収
闘
し
、
代
償
と
し
て
絹
・
布
・
穀
物
を
支
払
う
辺
境
互
市
を

柱
－

聞
い
た
こ
と
は
余
り
に
有
名
で
あ
り
、
馬
市
に
つ
い
て
は
す
で
に
先
学
の
幾
つ
か
の
専
論
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
参
じ
て
筆
者
も
二
三
の
論
文

合

2

を
発
表
し
た
が
、
そ
の
要
点
と
し
た
所
は
、
ハ
門

遼
東
の
馬
市
は
初
設
か
ら
外
夷
撫
御
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
永
楽
初
期
の
官
馬
場
不

足
に
基
因
す
る
外
馬
収
買
が
設
置
の
大
き
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
同

多
く
の
明
清
の
史
料
が
伝
え
る
初
設
の
馬
市
三
所
説
は
成
佑
十
四
年

の
冗
良
恰
馬
市
再
聞
に
つ
い
て
の
遼
東
巡
撫
陳
鍛
の
上
奏
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
陳
鉱
は
開
原
に
二
馬
市
が
初
設
さ
れ
た
と
誤
解
す

る
色
々
な
諸
事
情
の
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
録
と
遼
東
志
建
置
志
の
史
料
に
よ
れ
ば
開
原
の
初
設
馬
市
は
一
所
の
み
で
、
広
寧
一
所
と
合

せ
て
遼
東
初
設
馬
市
は
ニ
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（三）

初
設
の
関
原
城
東
の
馬
市
に
は
冗
良
恰
も
女
直
も
共
に
出
入
し
た
と
思
わ
れ

る。

一
方
明
の
官
馬
の
充
実
に
よ
っ
て
宮
市
の
必
要
度
が
減
じ
て
来
る
と
馬
市
は
撫
夷
政
策
的
な
性
格
を
強
く
す
る
。
と
共
に
買
手
と
し
て
民

閣
の
参
加
が
認
め
ら
れ
馬
市
場
内
で
の
官
督
下
の
私
市
が
発
生
す
る
。
倒
私
市
に
よ
っ
て
民
間
の
商
人
と
の
取
引
に
馴
染
ん
だ
女
直
は
馬
市
場

外
で
の
官
の
監
督
を
受
け
な
い
私
交
易
を
開
始
し
、
や
が
て
開
原
城
南
関
の
関
市
に
出
入
す
る
様
に
な
っ
た
ら
し
く
、

一
方
朝
貢
の
帰
途
の
女
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四

直
人
も
最
後
の
買
込
み
を
盛
ん
に
南
関
市
で
行
っ
た
様
で
あ
る
。
正
統
年
聞
に
入
っ
て
女
直
朝
貢
を
逐
次
制
限
し
た
と
き
、
そ
の
引
替
条
件
と

し
て
女
直
に
は
関
原
交
易
を
公
認
し
た
の
で
、
乙
乙
に
開
原
南
関
市
が
公
然
と
女
直
馬
市
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
、
馬
市
の
機
能
を
営
ひ
乙
と

と
な
っ
た
。
そ
し
て
乙
の
時
以
来
、
開
原
に
は
従
来
の
城
東
の
遥
遥
馬
市
と
南
関
の
女
直
馬
市
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
後
に
陳
鍛
等
に

よ
っ
て
初
設
以
来
の
も
の
と
誤
ら
れ
て
開
原
ニ
馬
市
説
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
統
十
四
年
城
東
の
達
達
馬
市
え
の
冗
良
晴
の
往
来
は
禁

絶
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
後
は
南
関
馬
市
だ
け
が
存
在
し
た
。
と
い
う
に
あ
っ
た
。
以
上
の
考
究
に
よ
っ
て
、
明
の
前
期
に
お
け
る
遼
東
の
馬
市

に
つ
い
て
従
来
の
通
説
を
梢
修
正
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
が
、
正
統
十
四
年
也
先
の
侵
窟
を
期
と
し
て
馬
市
を
廃
止
さ
れ
た
冗
良
恰
は
女

直
を
仲
継
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
馬
市
交
易
を
行
い
、
必
要
な
中
国
物
産
を
入
手
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
女
直
の
仲
継
貿

易
が
次
第
に
盛
ん
と
な
り
、
天
順
八
年
に
は
新
に
建
州
女
直
の
た
め
に
撫
順
馬
市
が
聞
か
れ
た
。
撫
順
馬
市
の
開
始
は
建
州
女
直
の
朝
貢
制
限

の
代
償
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
が
、
ま
た
建
州
女
直
の
対
明
交
易
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
た
結
果
に
も
因
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

冗
良
晴
の
馬
市
廃
止
に
よ
る
女
直
の
仲
継
交
易
の
増
加
に
一
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
馬
市
を
廃
絶
さ
れ
た
冗
良
恰
は
女
直
を
仲
介

と
し
て
間
接
的
に
中
国
物
産
を
輸
入
し
た
が
、
や
は
り
望
ま
し
い
の
は
直
接
交
易
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
屡
々
馬
市
復
聞
の
請
願

が
な
さ
れ
た
が
、
遂
に
成
佑
十
四
年
に
至
っ
て
冗
良
晴
馬
市
の
復
闘
が
許
さ
れ
た
。
本
稿
は
主
と
し
て
成
佑
十
四
年
の
乙
の
冗
良
恰
馬
市
復
関

に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
。

冗

良

晴

馬

市

の

復

聞

正
統
十
四
年
の
瓦
刺
也
先
の
侵
窟
以
来
廃
絶
さ
れ
て
い
た
冗
良
暗
に
対
す
る
馬
市
は
成
佑
十
四
年
に
再
び
聞
か
れ
た
。
明
実
録
の
成
佑
十
四

年
三
月
〈
丙
成
）
の
条
に
云
う
。

詔
復
関
遼
東
広
寧
等
処
馬
市
。
巡
撫
遼
東
都
御
史
陳
鍛
奏
。
永
楽
間
遼
東
設
馬
市
三
処
。
其
一
在
開
原
城
南
関
。
以
待
海
西
女
直
。
其
一



在
城
東
五
里
。
其
一
在
広
寧
域
。
皆
以
待
架
顔
三
衛
夷
人
。
正
統
問
。
因
漏
出
辺
事
。
己
罷
其
ニ
。
惟
開
原
南
関
市
独
容
。
近
者
架
顔
麗

請
開
市
。
朝
廷
不
許
。
今
莱
顔
窮
迫
。
潜
結
海
西
。
転
市
子
我
。
而
海
西
藷
彼
馬
力
。
数
犯
我
辺
。
甚
為
非
便
。
若
許
復
開
。
則
有
以
収

采
顔
之
心
。
撤
海
西
之
覚
。
市
中
国
井
受
其
利
。
事
下
。
廷
臣
会
議
。
報
可
。
白
下
巡
撫
等
官
。
区
画
事
宜
。
厳
革
私
弊
。
命
巡
按
御
史

覚
察
之
。

右
の
文
に
含
ま
れ
た
陳
錦
上
奏
に
開
原
二
馬
市
を
永
楽
の
初
設
以
来
の
も
の
と
す
る
の
は
陳
鍛
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
、
正
統
四
年
に
女
直
に

対
し
て
関
原
南
関
市
で
の
交
易
が
公
認
さ
れ
て
、
女
直
は
初
設
の
城
東
馬
市
を
利
用
せ
ず
専
ら
南
関
馬
市
に
往
来
取
引
す
る
様
に
な
っ
て
か

仕

M
3

ら
、
城
東
の
馬
市
を
ひ
と
り
冗
良
晴
が
利
用
し
て
い
た
正
統
十
四
年
廃
絶
ま
で
の
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
別
に
論
究
し
た
。
こ
乙
で

は
陳
鍛
上
奏
に
見
え
る
馬
市
復
聞
の
事
情
を
考
え
て
お
き
た
い
。

陳
誠
に
よ
れ
ば
莱
顔
三
衛
即
ち
栗
顔
衛
、
泰
寧
衛
、
福
余
衛
の
冗
良
晴
三
衛
が
近
年
屡
々
馬
市
の
再
闘
を
請
願
し
た
が
、
明
の
政
府
が
許
さ

な
か
っ
た
と
あ
る
。
詰
み
に
成
佑
年
聞
に
は
い
っ
て
か
ら
の
三
衛
の
辺
境
交
易
の
要
請
を
見
て
み
る
と
、

ー
、
成
化
元
年
十
二
月
（
丙
子
）
に
泰
寧
等
の
衛
は
「
欲
子
辺
地
収
買
牛
隻
農
具
」

当オ

4a告

し
て
交
易
は
許
可
さ
れ
て
い
る
。

し
て
い
る
が
、
明
は

「
其
欲
与
民
交
易
。
可
許
之
。
」
と

2
、
成
佑
四
年
十
一
月
（
庚
申
）
に
架
顔
衛
等
が
同
じ
く
「
欲
於
辺
地
収
買
耕
牛
農
具
等
物
」
し
て
そ
の
要
請
は
許
さ
れ
て
い
る
。

3
、
成
佑
五
年
十
一
月
（
甲
申
）
に
も
栗
顔
衛
等
が
「
欲
子
辺
地
買
耕
牛
農
具
」
し
て
同
じ
く
交
易
許
可
を
得
て
い
る
。

以
上
の
三
例
は
三
衛
か
ら
要
請
し
た
時
に
限
っ
て
一
回
き
り
の
辺
地
で
の
交
易
許
可
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
若
し
こ
の
許
可
が
永
続
的
な

効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
乙
れ
こ
そ
辺
境
互
市
の
許
可
で
あ
り
、
後
に
馬
市
の
再
闘
を
更
に
操
返
し
て
要
請
す
る
必
要
は
な
か

っ
た
答
で
あ
り
、
上
記
の
例
に
つ
い
て
も
す
で
に
2
、
3
の
要
請
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
上
記
の
要
請
が
い
づ
れ
も
許

可
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
交
易
の
対
象
が
耕
牛
農
具
と
い
う
生
産
手
段
で
あ
り
彼
等
の
生
理
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
明
側
と
し
て

続
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も
寛
容
な
態
度
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
乙
れ
は
後
の
馬
市
の
再
開
要
請
が
容
易
に
許
さ
れ
な
か
っ
た
乙
と
と
比
較
す
る
と
対
照
的
で
あ

る
。
更
に
冗
良
晴
の
求
め
た
も
の
が
耕
牛
農
具
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
等
が
遊
牧
民
で
あ
る
と
い
う
既
成
の
知
識
で
は
や
や
理
解
に
苦
し
む
と

乙
ろ
で
あ
る
。
正
統
年
閣
の
也
先
、
脱
々
不
花
の
制
圧
以
来
、
冗
良
恰
三
衛
は
蒙
古
に
継
起
す
る
勢
力
に
圧
迫
さ
れ
て
南
下
西
従
を
行
い
、
成

佑
初
年
に
は
す
で
に
そ
の
根
拠
地
は
シ
ラ
ム
レ
ン
河
老
暗
珂
流
域
及
び
そ
れ
以
南
の
熱
河
や
遼
西
地
方
の
明
の
辺
塘
や
長
城
の
外
側
に
近
く
移

っ
て
来
て
い
た
様
で
あ
る
。
乙
の
地
域
は
云
う
ま
で
も
な
く
可
耕
地
帯
で
あ
り
、
古
来
農
耕
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

「
逐
水
草
。
無

恒
居
」
（
皇
明
四
夷
考
）
く
、
「
畜
牧
遷
徒
」
を
そ
の
民
俗
と
す
る
冗
良
晴
三
衛
、
或
は
「
其
俗
無
常
居
。
製
謹
楽
車
。
遊
水
草
市
住
牧
・
・
・
・
。

不
樹
五
穀
。
不
種
競
菜
。
」
（
全
遼
志
巻
六
外
志
）
と
さ
れ
る
冗
良
恰
部
族
が
こ
の
時
類
り
に
農
具
耕
牛
を
求
め
た
こ
と
は
、
冗
良
晴
社
会
に
お

け
る
農
業
の
開
始
を
意
味
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
実
録
成
兆
二
十
年
五
月
（
丁
亥
期
）
の
条
に
見
ゆ
る
都
察
院
経
歴
李
昆
の
上
言
に
「
・
・
・
・

三
衛
世
受
国
恩
。
為
我
藩
鑑
。
人
皆
土
著
。
可
以
耕
稼
。
比
之
北
虜
。
勢
実
不
問
。
」

と
見
ゆ
る
様
に
畜
牧
と
云
つ
で
も
定
住
的
で
あ
っ
て
蒙

古
の
遊
牧
と
は
異
っ
て
い
て
可
な
り
早
く
か
ら
若
干
の
農
耕
を
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
彼
等
が
飢
鍾
の
際
穀
物
を
馬
市
で
求
め
た
乙

と
は
永
楽
年
聞
に
す
で
に
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
や
は
り
一
部
農
耕
を
営
ん
だ
乙
と
を
物
語
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
そ
う
だ
と
し
た
ら

冗
良
暗
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
諸
史
料
は
充
分
吟
味
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
今
の
私
に
は
そ
の
準
備
が
な
い
の
で
疑
問
と
し

て
止
め
て
お
く
。
と
に
か
く
彼
等
が
盛
ん
に
耕
牛
農
具
を
と
の
時
期
に
要
求
し
た
ζ

と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

き
て
辺
境
互
市
の
要
請
に
続
い
て
実
録
成
佑
十
一
年
七
月
（
庚
申
）
に
は

4
、
架
顔
等
三
衛
夷
人
請
開
馬
市
。
不
許
。
遼
東
総
兵
官
都
督
周
知
欧
信
等
奏
。
三
衛
虜
酋
至
辺
。
援
旧
例
。
乞
開
広
寧
馬
市
。
事
下
。
兵
部

議
。
此
虜
為
北
虜
満
都
魯
所
駆
。
離
彼
巣
穴
。
潜
避
近
辺
。
故
欲
求
市
易
。
以
済
其
急
。
宜
令
信
等
諭
以
不
可
。
且
停
還
故
地
。
上
目
。

馬
市
久
罷
。
不
許
。
果
彼
為
北
虜
所
迫
。
暫
令
子
近
辺
三
四
百
里
外
屯
駐
。
虜
退
即
還
故
地
。

と
い
よ
い
よ
馬
市
再
開
の
要
請
を
も
ち
出
し
、
拒
否
さ
れ
る
と
翌
成
化
十
二
年
十
月
（
壬
申
）
に
ふ
た
た
び



5
、
菜
顔
三
衛
夷
人
復
請
開
馬
市
。
不
許
。
遼
東
総
兵
官
都
督
同
知
欧
信
等
奏
。
菜
顔
三
衛
遺
人
資
書
至
辺
調
。
北
虜
以
此
書
諭
降
。
其
衆
不

肯
従
。
因
請
復
開
馬
市
。
大
同
宣
府
守
臣
亦
各
奏
。
境
外
畑
火
不
息
。
章
倶
下
。
兵
部
請
。
再
令
信
等
如
前
暁
諭
以
馬
市
久
停
。
難
以
謹

復。

E
嘉
奨
其
不
肯
背
中
国
之
義
。
勉
其
益
堅
臣
節
。
若
欲
避
北
虜
。
聴
子
近
辺
暫
処
。
否
則
調
兵
剃
之
。
の
請
通
行
各
辺
守
将
京
営
重

臣
。
整
飾
兵
備
。
以
防
北
虜
。
詔
可
。

と
馬
市
復
闘
を
求
め
て
お
り
、
更
に
周
年
十
一
月
に
は
泰
寧
衛
の
都
督
冗
南
帖
木
児
は
都
指
揮
亦
吉
一
タ
等
三
百
人
を
京
師
に
入
貢
さ
せ
、
直
接

中
央
に
馬
市
再
聞
を
請
願
交
渉
さ
せ
た
。
成
佑
十
二
年
十
一
月
（
壬
寅
）

（
発
卯
）
等
の
条
に
遺
使
入
貢
の
記
録
が
あ
り
、
続
い
て
十
一
月

（
戊
午
）
の
条
に

6
、
泰
寧
等
衛
右
都
督
冗
南
帖
木
児
等
。
援
旧
例
。
請
子
広
寧
開
市
貿
易
。
事
下
。
兵
部
言
。

此
事
屡
己
奏
寝
。
難
従
其
請
。

宜
令
訳
者
諭

旨
。
不
得
素
擾
覆
奏
。
報
可
。

と
あ
っ
て
彼
等
が
京
師
に
来
っ
て
広
寧
開
市
を
要
請
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
先
掲
の
陳
鍛
上
奏
に
「
近
者
架
顔
屡
請
開
市
」
と
云
う

の
は
4
5
6
等
の
関
市
要
請
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
明
は
そ
の
都
度
復
闘
を
拒
否
し
て
い
る
。
再
開
の
要
請
が
満
都
魯
汗
に
駆
掠
さ
れ

（4
）
。
蒙
古
の
字
来
、
毛
里
該
、
更

詑
6

に
こ
れ
に
替
っ
て
蒙
古
を
掌
握
し
た
満
都
魯
汗
と
何
回
加
思
蘭
の
連
合
勢
力
等
の
相
次
ぐ
冗
良
恰
三
衛
経
略
の
結
果
、
三
衛
の
過
半
は
蒙
古
に
征

て
窮
迫
し
た
冗
良
晴
が
一
時
の
急
需
を
救
う
た
め
の
必
要
に
出
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
拒
否
し
て
い
る

服
さ
れ
そ
の
従
属
下
に
立
た
さ
れ
た
が
、

一
半
は
従
属
を
肯
ん
ぜ
ず
（
5
）
、
明
辺
近
く
逃
奔
し
来
っ
て
明
に
依
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

い
は
ば
冗
良
晴
の
親
明
派
と
も
云
う
べ
き
一
派
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
暫
定
的
に
近
辺
三
四
百
里
外
の
屯
駐
を
認
め
な
が

ら
も
馬
市
再
開
は
許
さ
な
か
っ
た
（
4
）。

成
佑
十
二
年
十
月
に
は
北
虜
満
都
魯
汗
よ
り
三
衛
に
送
附
さ
れ
た
招
降
の
書
面
を
持
参
し
て
遼
東

の
辺
聞
に
来
っ
て
辺
吏
に
示
し
、
北
虜
に
従
わ
な
か
っ
た
親
明
態
度
を
強
調
し
て
馬
市
復
闘
を
要
請
し
て
い
る

（5
）
。
復
聞
の
要
求
を
入
れ

な
け
れ
ば
北
虜
に
従
う
も
止
む
を
得
ず
と
い
う
多
少
脅
迫
的
な
三
衛
側
の
態
度
が
裏
面
に
う
か
が
わ
れ
る
様
で
あ
る
。
併
し
こ
の
時
も
明
は
三
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八

衛
が
北
虜
に
屈
従
せ
ず
明
の
麗
臨
時
下
に
止
ま
っ
た
こ
と
を
嘉
奨
し
、
益
々
臣
節
を
堅
固
に
持
す
る
に
努
め
よ
と
諭
す
に
止
ま
っ
た
。
否
逆
に
明

の
命
に
違
え
ば
調
兵
し
て
征
剃
す
る
と
い
う
態
度
を
以
て
衰
残
の
冗
良
暗
に
示
威
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
5
）
。
乙
れ
は
明
の
永
楽
宜
徳
時
代

の
招
撫
政
策
な
ど
に
較
べ
る
と
甚
だ
消
極
的
な
態
度
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。
当
時
明
が
蒙
古
の
目
ぐ
る
ま
し
い
勢
力
隆
替
に
肱
惑
さ
れ
、
也
先

の
土
木
の
変
の
ご
と
き
事
態
の
再
び
起
る
の
を
恐
れ
、
蒙
古
勢
力
の
鱒
導
に
や
や
も
す
れ
ば
な
り
か
ね
な
い
三
衛
を
信
用
し
な
か
っ
た
乙
と
を

物
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
成
佑
十
三
年
九
月
（
庚
辰
）
の
条
に
莱
顔
衛
都
督
阿
児
乞
蛮
等
が
食
糧
を
乞
う
た
時
、

「
上
以
其
多
詐
不
免
」
と
あ

る。

一
方
で
は
朝
貢
し
、
他
方
で
は
侵
窟
す
る
。

「
多
詐
」
と
し
か
明
に
は
映
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
三
衛
が
全
部
を
挙
げ
て
蒙
古

の
勢
力
に
従
属
し
た
の
で
は
な
く
、
成
佑
十
四
年
七
月
（
辛
酉
）
の
兵
部
尚
書
余
子
俊
の
上
奏
に
も
、
満
都
魯
、
此
加
恩
蘭
に
「
今
架
顔
三
衛

従
之
者
半
」
と
あ
る
知
く
或
は
4
、
5

K
見
え
る
様
に
北
虜
に
駆
散
さ
れ
て
、
叉
は
従
う
を
肯
ん
ぜ
ず
に
明
辺
に
逃
れ
来
て
明
の
救
援
を
求
め

た
一
半
の
冗
良
晴
三
衛
夷
人
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
明
と
蒙
古
と
に
両
属
的
な
－
部
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
ま
た
ひ
た
す
ら
明

に
依
在
し
て
そ
の
朝
貢
貿
易
の
利
に
甘
じ
、
或
は
辺
境
互
市
の
利
を
企
図
し
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
乙
の
前
後
朝
貢
は
実
に
頻
繁
に
続

”une 

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
親
明
的
、
或
は
両
属
的
な
外
夷
を
招
撫
罷
臨
時
し
て
明
の
陳
営
に
堅
く
結
び
つ
け
る
政
策
ζ

そ
明
の
い
は

ば
伝
統
的
な
対
外
政
策
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
や
は
り
馬
市
は
再
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
馬
市
復
聞
に
よ
っ
て
辺
防
の
機
密
を
探
知
さ
れ
る
危

慎
と
冗
良
暗
に
対
す
る
不
信
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
へ
る
。

と
こ
ろ
が
成
化
十
三
年
九
月
頃
に
今
ま
で
近
辺
に
逃
散
屯
駐
し
て
い
た
三
衛
は
債
に
遠
く
へ
去
っ
た
。
和
田
博
士
は
恐
ら
く
北
虜
中
に
内
紐

許
S

が
生
じ
て
三
衛
圧
迫
の
手
が
緩
ん
だ
結
果
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
若
し
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
蒙
古
の
勢
力
か
ら
解
放
S
れ

た
冗
良
暗
に
対
し
て
麗
腐
を
強
佑
す
る
一
の
機
会
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
先
の
陳
鉱
上
奏
に
は
冗
良
拾
が
屡
次
の
馬
市
復
開
要
請
を

許
き
れ
ず
、
窮
迫
の
結
果
は
海
西
女
直
と
結
ん
で
女
直
を
仲
継
者
と
し
て
間
接
的
な
馬
市
交
易
を
な
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
相
互
扶
助
的
な
関
係

か
ら
両
者
の
結
合
が
密
接
と
な
っ
て
い
る
状
態
を
述
べ
て
、

「
収
架
顔
之
心
」
、

「
撤
海
西
之
党
」
と
い
う
分
裂
と
璃
腐
の
政
策
を
兼
ね
た
い



は
ぱ
一
石
二
鳥
の
手
段
と
し
て
冗
良
晴
馬
市
の
再
開
の
必
要
を
奏
請
し
て
い
る
。
恰
も
こ
の
直
前
成
佑
十
三
年
十
月
に
は
海
西
虜
曾
が
建
州
女

直
を
糾
合
し
て
清
河
譲
陽
に
入
冠
し
、
次
で
同
十
四
年
一
月
再
度
入
冠
を
謀
っ
て
東
州
壁
等
で
明
軍
に
迎
撃
さ
れ
る
事
件
が
起
っ
て
い
る
。
し

れ
9

か
も
こ
の
入
冠
に
は
冗
良
晴
三
衛
の
一
部
が
参
加
し
て
い
た
と
朝
鮮
側
の
史
料
は
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
陳
鉱
が
「
海
西
藷
彼
（
冗
良
拾
）

馬
力
。
数
犯
我
辺
。
」

と
云
っ
て
い
る
の
も
理
由
が
あ
っ
た
と
云
え
る
。
主
と
し
て
辺
防
の
見
地
か
ら
冗
良
恰
馬
市
の
復
開
を
渋
っ
て
い
た
明

の
中
央
は
、
今
は
辺
防
の
立
場
か
ら
馬
市
再
闘
を
是
と
す
る
陳
鉱
の
上
奏
に
接
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
蒙
古
の
情
勢
は
冗
良
晴
輯
燦
の
好
機

と
考
え
ら
れ
た
。
乙
こ
で
明
は
分
裂
さ
せ
て
璃
臨
時
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
対
外
政
策
に
は
っ
き
り
と
立
ち
返
っ
た
様
で
あ
り
、
陳
鍛
の
奏
請
は

許
可
さ
れ
て
冗
良
晴
馬
市
の
再
開
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
馬
市
復
聞
に
い
た
る
裏
面
の
事
情
と
し
て
、
葉
向
高
の
四
夷
考
（
架
顔
三
衛
考
）
に
成
佑
十
四
年
に
兵
部
侍
郎
馬
文
升
に
命
じ
て
女
直

の
和
平
招
撫
を
行
わ
せ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
通
事
王
英
は
官
官
在
直
を
雌
け
て
馬
文
升
の
招
撫
の
功
を
横
取
さ
せ
ん
と
し
た
が
、
そ
の
聞
に
乗

し
て
冗
良
恰
三
衛
が
馬
市
再
開
の
前
請
を
重
ね
て
申
請
し
て
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
て
許
可
さ
れ
た
か
の
如
く
記
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に

は
後
世
に
な
っ
て
概
括
し
た
場
合
に
畳
じ
た
誤
解
が
あ
る
様
で
あ
る
。
乙
の
閣
の
事
情
は
実
録
成
佑
十
四
年
三
月
（
辛
未
）
の
条
に
詳
し
く
見

註
U

ら
れ
、
ま
た
園
国
一
亀
民
も
詳
述
し
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
佑
十
二
年
馬
文
升
は
第
一
次
の
遼
東
巡
間
中
に
専
ら
女
直
の
懐
柔
招
撫

に
努
め
る
と
共
に
辺
防
を
整
飾
し
て
一
応
の
成
果
を
収
め
つ
つ
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
成
佑
十
三
年
に
女
直
の
清
河
設
陽
侵
辺
が
発
生
し
た
の
で

遼
東
巡
撫
陳
鍛
は
積
極
的
な
建
州
征
剃
を
主
張
し
て
中
央
に
増
兵
を
要
請
し
た
。
こ
の
甫
児
加
大
一
派
の
侵
辺
は
馬
文
升
の
招
撫
が
十
分
な
成

功
を
収
め
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
と
同
時
に
陳
鍛
の
征
制
策
は
貧
功
の
疑
が
残
る
。
通
事
王
英
は
こ
の
両
方
の
欠
点
を
衝
い

て
か
ね
て
か
ら
功
心
に
燃
え
て
い
た
在
直
に
「
近
時
侍
郎
馬
文
升
奏
准
差
行
人
伴
送
。
禁
買
売
。
」

ず
る
に
因
っ
て
女
直
が
心
に
怨
望
を
抱
き

侵
辺
を
な
す
に
至
っ
た
と
云
い
、
ま
た
「
都
御
史
陳
錨
不
務
招
安
。
惟
欲
貧
功
生
事
。
近
聞
執
其
報
事
及
投
降
之
人
。
禁
鋼
凌
辱
。
欲
実
之
死

以
為
功
。
其
失
速
人
心
。
」
と
告
げ
て
、
宜
ろ
し
く
証
直
自
身
が
遼
東
に
往
っ
て
「
撫
諭
及
体
察
鍛
等
所
為
。
革
其
情
弊
。
」
む
れ
ば
大
功
を
立
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て
得
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
在
直
は
喜
ん
で
遼
東
出
巡
年
自
薦
し
た
の
で
あ
る
が
、
閣
臣
遥
は
正
直
派
遣
を
非
と
し
て
こ
れ
を

阻
止
し
、
改
め
て
馬
文
升
を
再
度
遼
東
に
派
遣
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
成
佑
十
四
年
三
月
（
辛
未
）
九
日
で
あ
り
、
彼
が
疾
駆
し
て
遼
東

投
U

に
至
っ
た
の
は
翌
四
月
五
日
で
あ
っ
た
。
市
し
て
冗
良
晴
馬
市
の
再
開
許
可
は
周
年
三
且
の
（
丙
成
）
二
十
四
日
で
あ
る
。
従
っ
て
菜
顔
三
衛
考

に
「
十
四
年
命
兵
部
侍
郎
馬
文
升
。
和
輯
女
直
三
衛
（
A
）
。
市
通
事
百
一
戸
王
英
倣
幸
奄
任
直
。
使
撞
文
升
功
（
B
）
。
三
衛
乗
間
申
前
諮
・
・
・
・

（C
）
」
と
あ
る
の
は
、
十
四
年
の
こ
と
と
す
れ
ば
A
と
B
と
は
時
間
的
に
逆
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
三
衛
考
に
従
え
ば
十
四
年
馬
文
升
の
第
二

次
の
遼
東
派
遣
が
決
定
し
た
の
を
、
在
直
が
こ
れ
に
取
っ
て
替
り
招
撫
の
功
を
奪
わ
ん
と
し
た
様
に
読
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
明
か
に
事
実
と
臭

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
馬
文
升
自
身
の
著
し
た
撫
安
東
夷
大
略
に
拠
つ
で
も
確
め
ら
れ
る
。
結
局
、
王
英
の
使
醸
に
よ
っ
て
正
直
は
遼

東
に
出
掛
け
て
、
馬
文
升
第
一
次
招
撫
の
仕
上
げ
を
や
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
馬
文
升
の
第
一
次
の
成
果
e

句
合
せ
て
自
分
の
功
と
す
る
機
会
ぞ
ね

ら
っ
た
の
で
あ
る
。

「
使
撞
文
升
功
」
の
文
升
の
功
は
成
化
十
四
年
四
月
五
日
以
降
文
升
が
行
っ
た
第
二
次
招
撫
の
功
で
は
あ
り
得
な
い
わ
け

で
あ
る
が
、
三
衛
考
の
様
に
A
、
B
の
順
に
記
述
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
錯
乱
が
起
乙
り
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
錯
乱
は
次
の
冗
良
晴
馬
市
再
開

に
も
影
響
し
て
、

「
乗
間
申
前
請
」
と
あ
る
か
ら
、
文
升
の
功
を
奪
わ
ん
と
し
た
在
直
の
手
に
よ
っ
て
再
開
が
取
計
ら
わ
れ
た
様
な
意
味
に
と

ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
在
直
は
そ
の
直
後
架
顔
三
衛
の
招
撫
を
強
く
唱
え
て
、
こ
の
年
六
月
に
は
馬
文
升
と
並
ん
で
遼
東
に
出
巡
し
て
三

衛
招
撫
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
尚
更
そ
う
で
あ
る
。
併
し
実
際
は
文
升
が
遼
東
出
向
の
命
を
受
け
た
前
後
に
は
陳
鍛
の
馬
市
再
開
の
奏

請
は
恐
ら
く
京
師
に
達
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
く
ー
だ
か
ら
同
じ
三
月
に
再
開
許
可
が
下
り
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
再
開
に
つ
い
て
は
文
升

も
任
直
も
直
接
に
は
何
の
関
係
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
成
佑
十
二
年
七
月
遼
東
巡
撫
と
し
て
赴
任
以
来
、
外
夷
対
策
に
お
い
て
馬
文

升
と
対
立
し
、
特
に
文
升
に
よ
っ
て
そ
の
軍
政
の
あ
り
方
や
貧
技
さ
を
指
摘
抑
制
さ
れ
て
い
た
陳
鉱
で
あ
る
が
、
そ
し
て
今
は
ま
た
王
英
に
よ

っ
て
「
不
務
招
安
」
と
正
直
え
密
告
さ
れ
た
陳
鍛
で
あ
る
が
、
女
直
招
撫
の
功
を
馬
文
升
に
占
め
ら
れ
た
の
に
対
抗
し
て
、
冗
良
暗
招
撫
の
功

を
自
分
が
握
ろ
う
と
し
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
三
衛
側
か
ら
の
働
き
か
け
も
あ
っ
た
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
恰
も
中
央
で
は
再
度
の



女
直
招
撫
の
方
針
が
確
認
さ
れ
、
文
升
の
再
派
遣
が
決
定
す
る
と
い
う
空
気
の
中
で
、
冗
良
暗
に
対
す
る
招
撫
も
強
佑
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ

れ
て
馬
市
の
復
闘
が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
続
い
て
見
ら
れ
た
正
直
の
遼
東
出
向
は
む
し
ろ
こ
の
馬
市
の
再
開
、
冗
良
晴
招
撫

の
強
佑
政
策
に
刺
戟
さ
れ
便
乗
し
た
貧
功
の
行
為
に
過
ぎ
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
時
再
開
さ
れ
た
の
は
「
開
遼
東
広
欝
等
処
馬
市
」
と
あ
る
か
ら
広
寧
馬
市
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
正
統
十
四
年
以
前
に
冗
良
恰
は

広
寧
馬
市
と
関
原
域
東
馬
市
に
出
入
し
て
い
た
が
、
再
聞
に
当
つ
て
は
開
原
に
も
馬
市
が
復
活
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
正
統
十
四
年
廃
止
の
時
の

広
寧
馬
市
の
位
置
は
実
は
余
り
明
か
で
は
な
い
。
中
山
八
郎
氏
の
「
明
代
満
州
に
於
げ
る
馬
市
開
催
地
に
就
い
て
」
で
示
さ
れ
た
「
広
寧
城
北

二
十
五
里
の
馬
市
河
と
二
十
里
の
団
山
と
の
中
間
、
云
い
換
え
れ
ば
団
山
外
の
馬
市
河
南
の
地
に
於
て
営
ま
れ
」
た
と
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、
中
山
民
の
馬
市
河
の
比
定
が
盛
京
通
士
山
や
大
清
一
統
志
或
は
我
が
国
の
参
謀
本
部
の
地
図
等
に
よ
る
も
の
で
、
遼
東

志
や
全
遼
志
等
に
記
す
馬
市
河
と
同
一
の
河
ぞ
指
す
か
は
甚
だ
疑
問
が
あ
る
。
成
佑
十
四
年
復
関
さ
れ
た
馬
市
は
正
統
十
四
年
ま
で
の
も
の
と

は
位
置
が
異
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
馬
市
河
と
い
う
様
な
俗
称
め
い
た
呼
名
は
恐
ら
く
移
動
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
遼
，
東

志
・
全
遼
士
山
の
附
図
の
一
示
す
馬
市
と
河
流
の
関
係
ゃ
、
両
書
の
山
川
の
条
に
城
西
五
旦
の
医
亙
間
山
か
ら
発
源
す
る
と
記
す
馬
市
河
の
こ
と
を

考
え
合
せ
る
と
、
中
山
民
の
比
定
さ
れ
た
今
の
馬
市
河
よ
り
別
に
古
く
馬
市
河
と
呼
ば
れ
た
河
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
遼
東

士
山
、
全
遼
志
共
に
地
図
に
は
広
寧
域
内
を
貫
流
す
る
河
と
城
南
で
合
流
す
る
、
そ
し
て
高
橋
湖
に
は
入
ら
な
い
河
を
図
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が

古
い
馬
市
河
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
こ
の
馬
市
河
の
北
で
団
山
霊
の
南
に
馬
市
の
位
置
を
示
し
て
い
る
遼
東
志
の
地
図
は
恐
ら
く
正
統
十

四
年
馬
市
廃
止
時
の
位
置
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
云
え
な
い
が
、
広
寧
城
北
二
十
盟
程
の
場
所
に
あ
っ
た

様
で
み
る
。
な
お
、
遼
東
志
に
は
成
佑
十
一
年
に
塔
児
山
西
南
に
馬
市
が
改
設
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
が
、
成
佑
十
一
年
に
は
未
だ
馬
市

は
再
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
先
述
し
た
成
佑
初
年
頃
数
回
許
可
さ
れ
た
辺
境
交
易
の
場
所
を
一
部
す
も
の
か
も
知
れ
な

ぃ
。
し
か
し
そ
れ
は
常
設
的
な
馬
市
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
馬
市
と
し
て
と
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
さ
て
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再
開
さ
れ
た
広
寧
馬
市
は
従
来
置
か
れ
て
い
た
位
置
よ
り
遥
か
に
遠
ざ
け
ら
れ
て
、
団
山
霊
の
北
方
に
、
広
寧
城
よ
り
は
北
四
十
里
の
地
点
に

設
け
ら
れ
た
。
遼
東
志
に
は
「
（
成
化
）
十
四
年
叉
改
団
山
壁
後
」
と
あ
り
、
全
遼
志
に
は
「
在
団
山
壁
」
と
す
る
。
皇
明
職
方
地
図
の
全
法

辺
図
は
団
山
壁
の
北
方
に
馬
市
の
字
を
記
し
て
そ
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。

開
原
に
再
開
さ
れ
た
馬
市
は
、
遼
東
志
・
全
遼
志
が
伝
え
る
古
城
壁
南
の
添
設
が
そ
れ
で
あ
る
。
両
書
共
に
「
成
化
間
添
設
」
と
し
て
い
る

が
、
成
化
年
聞
は
外
に
馬
市
の
開
設
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
成
佑
十
四
年
の
再
聞
を
こ
れ
が
指
す
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
読
史
方
輿
紀
要
（
巻

衛
（
開
原
三
万
衛
）
西
南
四
十
五
里
。
叉
西
十
五
里
日
慶
雲
盤
。
与
中
固
城
定
遼
壁
相
為
応
援
。
辺
防
致
。

一
七
・
山
東
八
）
に
「
古
城
壁

衛
城
南
旧
有
馬
市
査
。
」

と
あ
る
が
、
乙
の
衛
城
南
を
中
山
氏
は
関
原
域
南
と
さ
れ
て
、
従
っ
て
ζ

の
馬
市
蓋
を
関
原
南
関
馬
市
に
比
定
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
同
警
の
絞
述
の
あ
り
か
た
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
開
原
城
南
を
云
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
三
万
衛
か
開
元
城
か
遼
海
衛
の
記
述

の
中
に
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
唐
突
と
し
て
古
城
壁
の
条
に
開
原
城
南
の
乙
と
が
記
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
。
や
は
り
衛
峨
南
は
古
城
壁
南
を
云
わ

ん
と
し
て
誤
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
こ
乙
に
見
え
る
馬
市
蓋
は
正
に
成
佑
十
四
年
古
城
壁
南

に
添
設
さ
れ
た
と
い
う
再
開
馬
市
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
そ
し
て
古
城
壁
馬
市
の
場
合
も
、
以
前
の
域
東
五
里
に
設
け
ら
れ
た
初
設

馬
市
に
比
べ
る
と
、
開
原
よ
り
西
南
四
十
五
里
（
紀
要
）
或
は
各
馬
市
は
夫
々
「
去
城
四
十
里
」

（
遼
東
志
等
）
と
云
わ
れ
る
様
に
遥
か
に
遠

ぎ
け
ら
れ
た
地
点
に
復
関
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
嘉
靖
三
年
慶
雲
盤
北
に
改
設
さ
れ
る
ま
で
は
こ
の
古
城
壁
の
馬
市
が
開
原
の
達
達
馬
市
と
し

て
冗
良
恰
三
衛
又
は
海
西
黒
龍
江
等
の
女
直
諸
衛
に
聞
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
い
で
に
云
え
ば
広
寧
又
は
古
域
盤

L
慶
雲
量
の
馬
市
は

以
後
禁
絶
さ
れ
ず
に
明
末
ま
で
続
い
た
様
で
あ
る
。
広
寧
馬
市
が
再
開
後
間
も
な
く
成
佑
十
七
年
十
月
に
ま
た
一
度
中
絶
し
た
様
に
中
山
氏
が

考
え
ら
れ
た
の
は
、

「
厳
遼
東
馬
市
之
禁
」
を
誤
解
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
は
後
で
も
触
れ
る
が
馬
市
の
禁
約
を
厳
し
く
し
た
の

で
あ
り
、
廃
止
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



馬

市

の

禁

約

成
化
十
四
年
三
月
広
寧
馬
市
の
再
開
、
関
原
古
城
壁
の
馬
市
の
添
設
が
許
可
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
屡
次
の
復
開
要
請
に
対
し
て
、
冗
良
恰

三
衛
を
多
詐
貧
投
と
し
て
拒
否
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
再
開
に
当
つ
て
は
充
分
な
対
策
が
立
て
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
先
掲
復
聞
の
詔

に
も
「
白
下
巡
撫
等
官
。
区
画
事
宜
。
厳
革
私
弊
。
命
巡
按
御
史
覚
察
之
。
」

と
あ
り
、
現
地
遼
東
で
は
馬
市
運
営
や
警
防
等
の
規
定
が
作
ら

れ
た
で
あ
ろ
う
が
明
か
で
な
い
。
そ
の
う
ち
に
中
央
で
馬
市
禁
約
が
決
定
さ
れ
て
、
そ
れ
が
梼
文
と
し
て
恐
ら
く
馬
市
場
の
入
口
と
か
辺
門
あ

た
り
と
か
に
建
て
ら
れ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。
全
遼
志
（
巻
一
）
山
川
・
関
梁
の
条
に
そ
の
禁
約
の
全
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
る

と
成
佑
十
四
年
十
一
月
初
四
日
に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
禁
約
の
前
文
に
は
、
遼
東
に
馬
市
を
開
設
し
て
、
海
西
・
菜
顔
等
三
衛
達
子
に

買
売
を
許
し
有
無
を
相
通
じ
さ
せ
て
そ
の
生
存
の
安
定
に
資
す
る
は
懐
柔
来
遠
の
道
で
あ
る
。
す
で
に
永
楽
宣
徳
年
聞
に
こ
れ
を
行
っ
て
双
方

に
利
益
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
の
馬
市
が
一
日
一
廃
絶
さ
れ
、
今
再
び
そ
れ
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
）
た
だ
若
し
中
聞
に
好
詐
な
者

や
求
賄
の
徒
輩
が
あ
っ
て
、
争
い
の
種
を
蒔
き
辺
防
や
外
交
を
阻
害
し
辺
境
衝
突
事
件
な
ど
を
惹
き
起
す
な
ら
ば
、
思
難
を
将
来
に
残
す
こ
と

に
な
る
。
故
に
か
か
る
弊
害
を
起
き
な
い
た
め
に
馬
市
に
お
け
る
禁
約
を
作
り
梼
示
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
、
次
に
禁
約
の
諸
条
項
を
挙
げ

て
い
る
。開

原
毎
月
初
一
日
至
初
五
日
開
一
次
。
広
寧
毎
月
初
一
日
至
初
五
日
。
十
六
日
至
二
十
日
開
一
次
。
聴
巡
撫
官
定
委
布
按
二
司
管
糧
官
。

分
投
親
臨
監
督
。
目
差
擾
宮
軍
。
用
心
防
護
。
省
諭
各
夷
。
不
許
身
帯
弓
箭
器
械
。
止
将
馬
匹
弁
土
産
物
貨
赴
役
処
。
委
官
験
放
。
入
境

開
市
。
本
処
亦
。
不
許
将
有
違
禁
物
貨
之
人
与
彼
交
易
。
市
畢
即
日
打
発
出
境
。

不
許
通
事
弁
交
易
人
等
専
一
。
与
夷
欺
侮
。
出
入
貧

多
馬
価
。
及
倫
盗
貨
物
。
亦
不
許
擢
置
夷
人
。
指
以
貨
物
為
由
。
符
同
詐
踊
。
取
財
分
用
。
敢
有
撞
放
夷
人
入
境
。
及
縦
容
官
軍
人
等
無

貨
者
。
任
意
入
市
。
有
賞
者
在
内
過
宿
。
窺
取
小
利
。
透
漏
辺
情
者
。
許
審
問
。
明
白
倶
発
両
広
煙
撞
地
面
充
軍
。
遇
赦
並
不
原
宥
。
或
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本
処
通
事
倶
不
許
有
所
求
索
。
或
因
而
受
害
。
就
彼
査
処
。
其
鎮
守
総
兵
等
官
尤
専
心
体
察
。
井
一
応
勢
豪
之
家
。
俣
不
許
私
将
貨
物
仮

充
家
人
伴
当
。
時
常
在
市
。
出
名
買
売
。
伴
所
司
畏
勢
縦
容
。
無
法
関
防
。
如
有
。
聴
彼
処
巡
按
御
史
縮
訪
奪
問
。
具
招
発
達
。
罪
不
軽

貸
。
敢
有
容
情
。

一
体
治
罪
。
不
許
故
違
。

長
々
と
引
用
し
た
が
、
乙
れ
が
禁
約
の
全
部
で
あ
る
。
遼
東
士
山
（
巻
一
ニ
）
辺
略
・
馬
市
の
条
に
「
成
佑
十
四
年
奏
准
遼
東
馬
市
」
と
記
し
、
そ

の
後
に
直
ち
に
「
聴
海
西
井
栗
顔
三
衛
夷
人
買
売
・
・
・
・
」
と
続
け
て
記
載
せ
る
一
文
は
、
実
は
成
佑
十
四
年
三
月
の
広
寧
等
処
馬
市
復
聞
の
記

事
と
、
成
化
十
四
年
十
一
月
の
馬
市
禁
約
傍
文
の
節
略
と
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。
そ
の
節
略
が
過
ぎ
て
日
附
を
省
い
た
の
で
二
事

が
一
事
と
解
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
遼
東
志
の
文
を
参
照
す
る
と
禁
約
傍
文
の
解
釈
を
補
う
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
禁

約
傍
文
に
「
広
寧
毎
月
初
一
日
至
初
五
日
」
と
あ
る
次
に
遼
東
志
に
は
「
一
次
」
の
文
字
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
っ
た
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
し

解
り
よ
い
。
さ
て
こ
の
禁
約
は
す
で
に
稲
葉
博
士
が
「
明
代
遼
東
の
馬
市
」
の
な
か
に
大
意
を
示
さ
れ
、
主
と
し
て
市
夷
の
不
法
の
原
因
と
な

る
明
の
官
吏
の
強
求
或
は
商
人
の
不
正
窺
利
を
示
す
史
料
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
禁
約
に
示
さ
れ
る
様
な
不
法
不
正
が
以
前
に
も
行
わ
れ
、

再
開
後
も
ま
た
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
来
こ
の
傍
文
に
示
さ
れ
た
禁
約
そ
の
も
の
は
、
再
開
さ
れ
た
馬
市
が
一
方
で
は
本
来
の
目
的
で
あ

る
交
易
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
た
め
に
、
そ
し
て
他
方
で
は
侵
冠
辺
患
の
原
因
な
ど
に
な
ら
ぬ
た
め
に
、
過
去
の
馬
市
或
は
関
原
に
存
続
し
て
い

る
南
関
潟
市
や
撫
願
馬
市
な
ど
の
先
例
先
事
を
参
考
し
て
、
将
来
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
危
険
や
不
正
不
法
を
除
去
せ
ん
と
し
て
予
め
各
種

の
事
例
を
考
え
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
禁
約
の
効
果
が
少
な
く
て
通
事
や
勢
豪
家
等
の
不
法
不
正
が
行
わ
れ
、
幾
度
も

禁
約
が
申
厳
さ
れ
た
こ
と
は
稲
葉
博
士
の
云
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
ま
た
乙
の
禁
約
が
そ
の
後
の
馬
市
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
原
則
と
な
っ

た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
例
え
ば
馬
市
の
定
期
市
佑
が
一
応
は
乙
の
禁
約
施
行
の
結
果
と
し
て
起
っ
て
来
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
後
に
ふ
れ
る
。

再
開
さ
れ
た
馬
市
を
規
制
す
る
禁
約
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
馬
市
が
全
く
私
市
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
許
令
－
－



買
売
。
停
得
有
無
相
済
。
各
安
生
理
。
」
と
い
い
、
「
定
委
・
・
・
・
管
糧
官
。
分
投
親
臨
監
督
。
」
と
い
い
、
「
止
将
馬
匹
弁
土
産
物
貨
。
赴
役
処
。

委
官
験
放
。
入
境
開
市
c
」
と
い
い
、
「
亦
不
許
将
有
違
禁
物
質
之
人
与
彼
交
易
」
と
い
う
。
或
は
「
雄
容
官
軍
人
等
無
貨
者
。
任
意
入
市
。
」

を
取
締
る
こ
と
を
述
べ
、
或
は
あ
ら
ゆ
る
勢
豪
の
家
が
「
私
将
貨
物
仮
充
家
人
伴
当
。
時
常
在
市
。
出
名
買
売
」
し
た
り
す
る
と
、
所
司
の
役

人
が
そ
の
勢
力
に
畏
れ
て
充
分
取
締
れ
な
い
か
ら
、
若
し
か
か
る
行
為
を
な
す
者
が
あ
っ
た
ら
巡
按
御
史
が
輯
訪
奪
間
せ
よ
と
い
う
。

こ
れ
ら

の
文
は
い
づ
れ
も
私
市
と
し
て
の
交
易
を
一
部
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
禁
約
や
監
督
防
護
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
そ
こ
に

は
宮
市
（
政
府
収
買
）
を
一
部
す
片
鱗
も
窺
え
な
い
。
再
開
さ
れ
た
馬
市
は
全
く
官
市
を
含
ま
な
い
、
純
然
た
る
私
市
と
し
て
聞
か
れ
た
と
考
え

ぎ
る
を
得
な
い
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
明
会
典
（
巻
一
五
一
二
）
兵
部
・
馬
政
四
の
収
買
（
政
府
買
上
）
・

各
辺
互
市
の
条
に
成
佑
十
四
年
の

広
寧
開
原
馬
市
の
再
聞
に
つ
い
て
は
何
等
の
記
載
も
な
い
の
は
、
記
事
の
脱
漏
で
は
決
し
て
な
く
、
明
か
な
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
云

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
官
に
よ
る
収
買
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
会
遼
志
が
各
馬
市
に
つ
い
て
「
夷
人
於

此
（
子
此
）
買
売
」
と
記
す
の
も
潟
市
の
私
市
的
な
性
格
を
明
か
に
示
し
た
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

禁
約
の
胃
頭
に
は
先
づ
開
市
期
聞
を
定
め
て
、
関
原
は
毎
月
一
回
、
初
一
日
か
ら
五
日
ま
で
の
五
日
聞
と
し
、
広
寧
は
毎
月
二
回
、
初
一
日

か
ら
五
日
ま
で
と
、
十
六
日
か
ら
二
十
日
ま
で
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
市
期
は
直
接
に
は
十
四
年
再
開
さ
れ
た
二
つ
の
馬
市
だ
け
を
規
定
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
禁
約
の
前
文
に
「
欽
奉
聖
旨
、
遼
東
開
設
馬
市
」
と
あ
る
の
で
こ
の
時
再
開
さ
れ
た
ニ
馬
市
を
対
象
と
し
た
禁
約
で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
の
続
き
に
「
海
西
栗
顔
三
衛
達
子
」
に
買
売
を
許
す
と
い
い
、
そ
し
て
限
定
さ
れ
な
い
で
関
原
と
い
う

地
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
前
か
ら
継
続
し
て
海
西
女
直
が
来
市
し
て
い
た
開
原
南
関
の
女
直
馬
市
を
も
含
む
様
に
解
さ
れ
や
す
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
こ
の
禁
約
が
遼
東
の
馬
市
全
部
に
適
用
さ
れ
る
も
の
な
ら
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
撫
順
馬
市
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
全
然
見
え
な
い
。
や
は
り
こ
の
禁
約
は
当
面
の
問
題
で
あ
る
再
開
馬
市
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
関
原
と
あ

つ
で
も
そ
れ
は
添
設
さ
れ
た
古
城
壁
馬
市
を
指
す
も
の
と
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
公
示
さ
れ
た
馬
市
禁
約
が
や
が
て
は
遼
東
の
全
馬
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市
を
規
制
す
る
原
則
と
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
先
に
も
述
べ
た
様
に
、
後
に
は
明
か
に
撫
順
馬
市
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
明
実
録
弘
治

十
二
年
九
月
（
丁
丑
）
に
は
広
寧
・
開
原
・
撫
順
の
三
馬
市
に
お
い
て
、
鎮
守
宮
や
勢
豪
の
家
が
家
人
僕
従
を
派
し
て
夷
人
の
貨
物
を
臆
価
で

買
い
た
た
き
、
た
め
に
夷
人
の
積
怨
を
招
き
犯
辺
の
原
因
に
な
る
こ
と
（
正
に
禁
約
の
予
言
し
た
と
こ
ろ
）
を
述
べ
、
夫
々
の
馬
市
に
按
察
司
分

巡
官
、
安
楽
州
知
州
、
備
禦
官
を
委
任
し
て
監
督
さ
せ
、

「
申
明
旧
例
禁
約
」
さ
せ
る
乙
と
が
巡
按
遼
東
監
察
御
史
羅
賢
の
所
言
と
し
て
見
え

て
い
る
。
こ
こ
に
旧
例
禁
約
と
あ
る
が
、
旧
例
は
夫
々
の
馬
市
に
先
例
と
し
て
成
立
し
て
い
た
慣
行
で
あ
ろ
う
し
、
禁
約
は
正
に
棒
文
公
示
さ

れ
た
成
佑
十
四
年
の
禁
約
を
指
す
も
の
で
あ
ら
う
。
禁
約
が
撫
順
馬
市
で
も
申
明
さ
れ
適
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
開
原
の
女
直
馬
市
に

於
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
撫
順
馬
市
に
お
い
て
市
期
が
ど
の
様
に
な
っ
て
い
た
か
は
明
か
で
な
い
。
遼
東
志
、
全
遼
志
、
明

会
典
等
に
は
遂
に
撫
順
の
市
期
に
つ
い
て
は
述
べ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
広
寧
古
城
壁
の
馬
市
に
つ
い
て
決
定
さ
れ
た
市
期

も
、
他
の
禁
約
条
項
の
様
に
余
り
守
ら
れ
ず
崩
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
従
っ
て
撫
順
の
市
期
も
決
定
さ
れ
な
い
ま
ま
、
別
の
市
の
開
催
法

に
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
弘
治
十
四
年
十
二
月
（
辛
未
）
に
監
察
御
史
胡
希
顔
が
遼
東
の
辺
儲
を
査
察
し
て
還
り
、
辺
備
事
宜

四
条
を
上
奏
し
て
い
る
が
、

そ
の
第
三
に
「
復
旧
例
」
に
つ
い
て
述
べ
て
「
求
討
塩
米
入
境
貿
易
之
制
」
に
ふ
れ
、

「
其
虜
人
止
許
毎
三
月
入

馬
市
貿
易
一
次
。
」

と
す
べ
き
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
遼
東
出
先
に
意
見
が
求
め
ら
れ
た
が
、
弘
治
十
五
年
六
月
（
戊
申
）
に
見

え
る
遼
東
守
臣
の
議
に
よ
る
と
、
三
月
に
一
次
の
交
易
で
は
外
夷
瑳
怨
を
生
ず
る
と
し
て
胡
希
顔
に
反
対
し
て
い
る
。
毎
月
開
市
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

そ
の
答
議
の
中
に
。

「
叉
三
衛
伝
箭
通
話
。
乞
討
塩
米
。
係
是
常
例
。
」

「
況
遥
賊
来
市
。
先
年
不
拘
則
例
。
」
等
の

語
が
見
え
る
。
乞
討
塩
米
は
い
は
ば
撫
賞
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、
乞
賞
の
た
め
に
伝
箭
通
話
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
信
符

と
し
て
の
箭
を
持
参
し
て
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
次
の
達
賊
来
市
は
先
年
よ
り
則
例
に
拘
ら
ず
と
あ
る
語
は
市
期
に
関
係

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
則
例
が
禁
約
を
直
ち
に
指
す
か
ど
う
か
は
確
言
出
来
な
い
が
、
と
に
か
く
馬
市
を
規
制
し
て
い
る
旧
例
や
禁
約
を
含

め
て
考
え
ら
れ
る
。
達
虜
の
来
市
を
規
制
し
て
い
る
の
は
成
化
の
禁
約
の
市
期
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
で
に
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と



を
こ
れ
は
示
し
て
い
る
と
思
う
。
で
は
ど
ん
な
方
法
で
彼
等
は
来
市
を
明
に
知
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
乞
賞
の
場
合
の
方
法
が
来
市
の
場
合
も

利
用
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。

予
め
数
日
前
に
伝
箭
通
話
し
て
来
市
の
期
日
を
約
す
る
或
は
報
知
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
の
は
弘
治
十
六
年
六
月
申
辰
の
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
給
事
中
都
文
盛
が
陳
奏
し
た
辺
務
議
に
対
し
て
遼
東
鎮
守

巡
撫
等
の
官
が
同
じ
く
会
議
上
奏
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
「
如
欲
’
来
市
。
須
先
期
三
日
。
令
ニ
三
人
伝
箭
答
話
。
」

と
あ
っ
て
、
先

の
推
測
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
ま
た
後
の
奴
児
晴
赤
の
撫
順
攻
略
を
伝
え
る
明
実
録
万
暦
四
十
六
年
四
月
（
甲
辰
）
の
条
に
「
先
一
日
。
奴
子

撫
順
市
口
言
。
明
日
有
三
千
達
子
来
倣
大
市
」
と
あ
る
の
も
同
例
で
あ
る
。
以
上
の
事
か
ら
考
え
る
と
、
禁
約
に
定
め
ら
れ
た
市
期
は
聞
も
な

く
崩
れ
て
正
し
く
は
守
ら
れ
ず
、
冗
良
恰
や
女
直
は
関
市
を
要
求
す
る
時
は
何
日
か
前
に
使
者
を
派
遣
し
て
市
期
を
約
し
て
交
易
を
通
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。
併
し
月
一
回
と
か
二
回
と
か
云
う
原
則
は
大
体
に
守
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
馬
市
交
易
が
集
団
的
な
行
為
で
あ

る
か
ら
、
外
夷
の
方
で
も
あ
る
数
の
集
団
を
組
む
必
要
が
あ
り
、
怒
意
的
に
数
人
で
来
市
す
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
。
そ

の
意
味
で
は
や
は
り
一
種
の
定
期
市
的
な
性
格
も
有
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
今
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、
冗
良
暗
に
対
し
て
再
開
さ
れ
た
筈
の
馬
市
に
海
西
栗
須
等
三
衛
買
売
と
海
西
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
全
遼
志
（
巻
一
）
関
梁
に
は
、
山
w’
女
真
馬
市
、
判
達
達
馬
市
、
付
撫
順
馬
市
、

伺
広
寧
馬
市
の
四
を
挙
げ
て
い
る
が
、
成
佑
十
四
年
再
開

に
係
る
も
の
は
、
同
と
伺
に
当
る
。
制
の
古
城
壁

i
慶
雲
壁
の
遥
遠
馬
市
に
つ
い
て
全
遼
士
山
は
「
毎
歳
海
西
黒
龍
江
等
衛
夷
人
子
此
買
売
」
と

記
し
、

伺
に
は
「
栗
顔
泰
寧
二
衛
諸
夷
於
此
買
売
」
と
記
し
て
い
る
。
福
余
衛
が
脱
け
て
い
る
が
、

こ
れ
を
ど
ち
ら
に
入
れ
る
か
で
再
開
馬
市

に
対
す
る
理
解
が
可
な
り
異
っ
て
く
る
。
清
の
林
信
の
全
遼
備
考
（
巻
下
）
馬
市
な
ど
は
広
寧
の
方
に
橋
余
を
加
え
て
三
衛
と
し
て
あ
っ
さ
り

と
割
り
切
っ
て
い
る
。
併
し
伺
は
遼
東
士
山
も
全
遼
志
も
遥
達
馬
市
と
記
し
て
い
る
の
で
、
栗
顔
に
全
然
関
係
が
な
く
て
海
西
黒
龍
江
の
女
直
諸

衛
専
用
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
は
爵
膳
さ
れ
る
。
ま
し
て
伺
は
明
か
に
冗
良
恰
三
衛
の
要
請
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

な
お
更
で
あ
る
。
た
だ
し
達
遥
馬
市
の
用
法
は
遼
東
志
な
ど
は
広
義
に
用
い
て
お
り
、
撫
順
の
建
州
女
直
専
用
の
馬
市
も
遥
遠
馬
市
と
称
し
て
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い
る
程
で
あ
る
し
、
元
来
黒
龍
江
方
面
の
女
直
は
元
時
代
に
は
水
達
達
の
称
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
し
、
更
に
肝
心
の
広
寧
馬
市
は
遼
東
志
も
全

遼
志
も
決
し
て
違
遼
馬
市
と
は
称
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
遥
遠
馬
市
と
い
う
名
称
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
馬
市
再
開
の
要
請
は
架
顔
等
三
衛
の
名
に
よ
っ
て
繰
返
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
し
、
冗
良
晴
三
衛
と
し
て
の
協
力
態
勢
と
い
う
こ
と

か
ら
考
え
て
も
、
福
余
だ
け
が
他
の
二
衛
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
は
容
易
に
信
じ
ら
れ
な
い
。
林
倍
の
様
に
福
余
の
脱
漏
と
し
て
三
衛
と
す
る

考
え
方
も
確
か
に
成
り
立
ち
得
る
様
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一
方
で
は
耕
牛
農
具
の
収
買
や
馬
市
の
再
聞
に
最
も
積
極
的
で
あ
り
要
請
の
主
体

と
な
っ
た
の
は
、
要
請
の
度
に
そ
の
衛
名
を
記
さ
れ
て
い
る
采
顔
と
泰
寧
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
明
史
（
三
二
八
）
菜
顔
伝
に
「
自
大
寧

前
抵
喜
峰
口
。
近
宜
府
。
白
菜
顔
。
自
錦
義
歴
広
寧
至
遼
河
。
日
泰
寧
。

自
責
泥
窪
趣
滞
陽
鉄
嶺
至
開
原
。

日
福
余
。
」
と
示
会
れ
る
形
勢
に

三
衛
が
展
開
し
た
時
期
は
決
し
て
明
初
か
ら
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
成
佑
の
頃
に
は
す
で
に
こ
の
形
勢
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
最
北
に

位
置
し
た
福
余
衛
と
し
て
は
広
寧
よ
り
開
原
を
便
利
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
馬
市
再
開
の
主
体
と
な
り
、
当
時
の
情
勢
や
住
地
の
関
係
か
ら

広
寧
開
市
を
便
と
し
た
架
顔
と
泰
寧
の
ニ
衛
に
広
寧
馬
市
が
聞
か
れ
、

福
余
は
自
ら
別
に
し
て
開
原
に
廻
会
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得

る
。
そ
し
て
ま
た
実
際
に
福
余
は
開
原
の
馬
市
に
往
来
し
て
い
た
証
拠
も
あ
る
の
で
あ
る
。
実
録
万
暦
四
年
正
月
（
丁
未
）
の
条
に
よ
れ
ば
、

暗
達
の
王
台
は
広
順
関
よ
り
東
果
固
に
入
市
し
、
葉
赫
の
還
家
奴
等
は
鎮
北
関
よ
り
馬
市
盤
に
入
市
し
、

そ
し
て
「
福
余
等
夷
由
新
安
関
入
市

慶
雲
壁
」
と
見
え
て
い
る
。
慶
雲
霊
馬
市
は
嘉
靖
三
年
古
城
壁
馬
市
の
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
福
余
は
先
に
は
古
城
壁
馬
市
に
当
然
入

市
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
見
て
来
る
と
、
全
遼
志
が
、
判
に
入
市
す
る
も
の
と
し
て
莱
顔
泰
寧
ニ
衛
だ
け
を
挙
げ
る
の
も
基
づ
く
理

由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
林
倍
の
様
に
虎
理
し
て
い
い
か
は
疑
問
と
な
る
。
だ
が
福
余
が
開
原
馬
市
の
み
を
利
用
し
、
広
寧
馬
市
に

は
入
市
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
な
か
な
か
云
え
な
い
。
陳
鍛
上
奏
な
ど
も
明
か
に
架
顔
三
衛
は
一
括
し
て
考
え
て
い
る
し
、
成
佑
十
七
年

十
月
（
己
酉
）
の
陳
鍛
上
奏
に
も
「
架
顔
諸
夷
毎
月
両
市
」
と
見
え
る
が
、

こ
の
架
顔
諸
夷
は
通
例
と
し
て
菜
顔
三
衛
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
福
余
も
広
寧
に
入
市
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
で
再
び
余
子
俊
等
の
制
定
し
た
馬
市
禁
約
の
前
文
を
見
て
み
る



と
、
た
だ
「
欽
奉
聖
旨
。
遼
東
開
設
馬
市
。
許
令
海
西
架
顔
等
三
衛
達
子
買
売
。
停
得
有
無
相
済
。
各
安
生
理
。
」

と
あ
る
だ
け
で
、
海
西
は

開
原
、
栗
顔
三
衛
は
広
寧
と
い
う
区
別
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
市
期
の
点
で
関
原
は
一
市
、
広
寧
は
両
市
と
い
う
区
別
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

結
問
、
冗
良
恰
の
要
請
に
応
え
て
招
撫
の
強
佑
の
た
め
に
明
は
広
寧
と
開
原
に
夫
々
一
馬
市
を
再
開
し
た
。
ど
こ
に
入
市
す
る
か
は
彼
等
の
自

由
に
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
住
地
の
関
係
、
夫
々
の
時
期
の
外
圧
の
関
係
等
で
莱
顔
泰
寧
ニ
衛
は
専
ら
広
寧
を
利
用
し
た
が
、
福
余
衛
は

他
の
二
衛
と
共
に
広
寧
に
入
市
す
る
こ
と
も
あ
り
、
或
は
単
独
で
近
い
開
原
に
入
市
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
福
余
が
関
原
の

み
と
限
定
さ
れ
た
ら
、
市
期
の
点
で
恐
ら
く
不
満
を
訴
え
た
で
あ
ら
う
が
、

そ
う
し
た
こ
と
も
な
い
様
で
あ
る
か
ら
、
福
余
は
或
る
時
期
に
は

主
と
し
て
広
寧
を
利
用
し
、
ま
た
他
の
時
期
に
は
主
と
し
て
開
原
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
従
つ

て
史
料
の
上
に
は
両
方
の
馬
市
に
入
市
し
た
記
録
が
出
て
来
る
の
で
あ
ら
う
。
同
様
に
再
開
さ
れ
た
馬
市
は
女
直
の
入
市
を
も
別
に
拒
ひ
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
海
西
黒
龍
江
万
面
の
一
部
の
女
直
は
便
宜
に
任
せ
て
古
城
壁
｜
慶
雲
量
の
馬
市
に
入
市
し
、
嘉
靖
頃
に
は
可
な
り
多
数

の
女
直
が
盛
ん
に
入
市
往
来
し
た
の
で
、
彼
等
の
専
用
馬
市
の
様
な
全
遼
志
の
記
述
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
。

以
上
成
佑
十
四
年
の
冗
良
晴
潟
市
の
再
聞
に
つ
い
て
、
再
聞
に
い
た
る
経
過
と
事
情
、
再
開
馬
市
の
開
催
地
、
馬
市
の
禁
約
と
、
そ
の
禁
約

を
通
し
て
知
ら
れ
る
馬
市
の
性
格
や
馬
市
の
市
期
ゃ
、
北
方
の
利
用
者
の
区
別
の
寄
否
等
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
粗
雑
な
も
の
に
終
っ
た
。
た

一
度
は
こ
の
馬
市
の
再
聞
に
つ
い
て
考
察
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
そ
の
概
略
に

だ
明
末
の
馬
市
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
、

つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
と
と
し
た
。
幾
多
の
見
当
外
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
後
論
に
お
い
て
修
正
を
期
す
と
共
に
大
方
の
御
叱
正
を
願
う

も
の
で
あ
る
。

註
1

稲
葉
岩
吉
博
士
「
明
代
遼
東
の
馬
市
」
史
学
雑
誌
二
四
編
の
一
二
一

号
（
満
洲
発
達
史
復
載
）

中
山
八
郎
氏
「
明
代
満
洲
に
於
け
る
馬
市
開
催
地
に
就
い
て
」
人
文
研

究
七
巻
八
号
。

註
2

拙
稿
「
遼
東
潟
市
起
源
」
東
洋
史
学
九
輯
「
遼
東
馬
市
管
見
」
史
淵

七
十
抑
制
、
「
泣
束
馬
市
に
お
け
る
私
市
と
所
調
関
駅
南
関
馬
市
」
重
松

俊
掌
先
生
古
稀
記
念
論
議
。

註
3

右
拙
稿
第
二
と
第
三
論
文
参
照
。

続
遼

一、東
.－－・・ー〆馬

市
管
見

七
九



続
遼
東
馬
市
営
見

設
4

本
稿
に
年
号
年
月
（
干
支
）
を
記
し
た
も
の
は
い
づ
れ
も
明
実
録
の

年
次
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
尚
実
録
は
主
と
し
て
明
代
満
蒙
史
料
明
実

録
抄
満
洲
篇
及
蒙
古
篤
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
。

註
5

明
実
録
永
楽
四
年
十
二
月
（
甲
寅
）
の
条
、
同
永
楽
十
五
年
十
月

（
丁
丑
）
の
条
。

註
6

和
田
清
博
士
「
冗
良
拾
三
衡
に
関
す
る
研
究
」
二
参
照
。
本
稿
に
ふ

れ
る
冗
良
恰
に
つ
い
て
の
記
述
は
乙
の
外
に
も
和
田
博
士
の
右
の
御
研

究
を
多
く
参
照
し
た
。

註
7

成
佑
十
年
正
月
（
丁
未
）
、
十
一
月
（
壬
戊
）
、
十
二
月
（
己
酉
）
、

成
化
十
一
年
十
二
月
（
甲
午
）
、
成
化
十
二
年
正
月
（
笑
丑
）
、
四
月

（
辛
卯
）
、
八
月
（
甲
申
）
、
十
一
月
（
壬
寅
）
（
笑
卯
）
、
成
化
十
三
年

正
月
（
甲
子
）
、
四
月
（
葵
丑
）
、
十
月
（
甲
寅
）
、
十
一
月
（
庚
寅
）
、

十
二
月
（
己
未
）
に
三
衡
朝
貢
の
記
事
あ
り
。

註
8

和
田
博
士
前
掲
論
文
。

註
9

鼠
回
一
亀
氏
（
明
代
建
州
女
直
史
研
究
」
続
篇
参
照
。

註
叩
園
田
氏
前
掲
論
文
な
お
馬
文
升
「
撫
按
東
夷
大
路
」
皇
明
経
済
文
録

遼
東
編
参
照
。

註
U

馬
文
升
「
撫
按
一
東
夷
大
路
」
参
照
。

註
ロ
拙
稿
「
遼
東
馬
市
起
源
」
を
書
い
た
時
、
乙
の
禁
約
を
知
ら
な
い

で
、
稲
奨
博
士
の
「
明
代
遼
東
の
馬
市
」
所
引
の
大
意
を
借
り
て
記
述

を
進
め
た
が
、
そ
の
後
神
田
信
夫
氏
の
御
教
示
に
よ
っ
て
全
遼
志
巻
一

に
あ
る
ζ

と
を
知
っ
た
。
迂
闘
な
乙
と
で
あ
っ
た
と
恥
じ
た
が
、
本
稿

で
は
全
遼
志
の
原
文
に
拠
る
を
得
た
。
記
し
て
民
の
御
厚
意
に
謝
し
た

、。

i¥. 。
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My personal view on the horse markets of Liao-tung 

(continued) 

-of reopening of the horse market for the Urianghai-

by H. EJIMA 

The horse market for the Urianghai was abolished in the year 

of 1449 (the 14th year of Cheng-t'ung Ci:Ef@c)). The Urianghai made 

applications afterwards to Ming for the opening of border-trade, 

however in spite of temporary permissions of trade, the standing 

trade was never permitted, the reason of which consisted in a possible 

leakage of the secrets of the borden-defence. But in the year of 

1478 ( the 14th year of Ch' eng-hua (fJJU~)), the horse market ( trade 

place) for the Urianghai was reopened which had not been permitted 

so far. The reason of the reopening was explained by the elevation 

of the safety of the border-defence through breaking up the cooper-
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ation between the Urianghai and the Djurchi. concerning the reopened 

horse market, many forbidden clauses were stipulated. 
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